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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレートと、
　前記プレートの前方及び後方を貫通して前記プレートの複数の枠（ｅｄｇｅ）によって
規定された貫通孔と、
　を含み、
　前記複数の枠は、前記貫通孔の中心部に向かって突出する突出部をそれぞれ含み、
　生体組織が前記貫通孔を通過する間に、生体組織は、前記突出部によってスクラッチさ
れたり引き裂かれたりすることでそのサイズが減少する、生体組織微細化装置。
【請求項２】
　前記突出部は、前記貫通孔の中心部に向かって幅が狭くなりながら先端を形成する、請
求項１に記載の生体組織微細化装置。
【請求項３】
　前記複数の枠は、突出部を基準にして両側に形成されている線形部をそれぞれ含む、請
求項１に記載の生体組織微細化装置。
【請求項４】
　前記プレートに対して角度をなし、前記プレートを基準にして第１方向に突出する第１
グループの突出部と、
　前記プレートに対して角度をなし、前記プレートを基準にして前記第１方向と異なる第
２方向に突出する第２グループの突出部と、
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　を含む、請求項１に記載の生体組織微細化装置。
【請求項５】
　前記第１グループの突出部及び前記第２グループの突出部は、前記複数の枠に対して互
いに異なる方向に突出する、請求項４に記載の生体組織微細化装置。
【請求項６】
　前記第１グループの突出部それぞれの延長線、及び前記第２グループの突出部それぞれ
の延長線は互いに交わることなく、かつ、互いに平行でもない、請求項４に記載の生体組
織微細化装置。
【請求項７】
　前記複数の枠それぞれの全体にかけて、前記プレートの平面を基準にして傾斜するよう
に形成された延長部と、
　前記延長部の先端に形成されて生体組織をスクラッチしたり引き裂いたりするように構
成された先端部と、
　をさらに含む、請求項１に記載の生体組織微細化装置。
【請求項８】
　前記先端部を基準にして前記延長部の反対側に形成され、前記複数の枠それぞれの全体
にかけて、前記プレートの平面を基準にして傾斜するように形成された追加的な延長部を
さらに含む、請求項７に記載の生体組織微細化装置。
【請求項９】
　前記突出部の突出方向は、前記貫通孔を通過する生体組織の移動方向に対して平行では
ない、請求項１に記載の生体組織微細化装置。
【請求項１０】
　第１プレートと、前記第１プレートの前方及び後方を貫通して前記第１プレートの複数
の第１枠により規定された第１貫通孔と、前記第１貫通孔の中心部に向かって突出する第
１突出部を含む第１スクリーンと、
　前記第１プレートに積層される第２プレートと、前記第２プレートの前方及び後方を貫
通して前記第２プレートの複数の第２枠により規定された第２貫通孔と、前記第２貫通孔
の中心部に向かって突出する第２突出部を含む第２スクリーンと、
　を含み、
　前記第１貫通孔と前記第２貫通孔とは重なり、前記第１貫通孔のサイズが前記第２貫通
孔のサイズよりも大きい生体組織微細化装置。
【請求項１１】
　前記第１突出部及び前記第２突出部の突出方向は、前記第１貫通孔と前記第２貫通孔を
順に通過する生体組織の移動方向に対して平行ではない、請求項１０に記載の生体組織微
細化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　以下、実施形態は生体組織微細化装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体組織の一種である脂肪組織は、ヒト、動物などの対象体から吸引又は切開（ｉｎｃ
ｉｓｉｏｎ）などの方式により取得される。このように取得された脂肪組織は、そのサイ
ズが大きくて多い量の繊維質を含んでいるため、微細な針を用いて対象体に移植すること
が困難である。ここで、サイズの大きい脂肪組織のような生体組織のサイズを減少させる
装置が開発されている。例えば、アメリカ登録特許公報第６、１３９、７５７号は、可変
的な多孔性を有するフィルタを用いて血液から細胞を分離する方法が開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　一実施形態に係る目的は、スクラッチ（ｓｃｒａｔｃｈ）又は裂け（ｔｅａｒ）の方式
で生体組織のサイズを減少させる装置を提供することにある。
【０００４】
　一実施形態に係る目的は、生体組織のサイズを徐々に減少させる装置を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態に係る生体組織微細化装置は、プレートと、前記プレートの前方及び後方を
貫通して前記プレートの複数の枠によって規定された貫通孔とを含み、前記複数の枠は、
前記貫通孔の中心部に向かって突出する突出部をそれぞれ含み、生体組織が前記貫通孔を
通過する間に、生体組織は、前記突出部によってスクラッチされたり裂いたりされること
でそのサイズを減少することができる。
【０００６】
　前記突出部は、前記貫通孔の中心部に向かって幅が狭くなりながら先端を形成してもよ
い。
【０００７】
　前記複数の枠は、突出部を基準にして両側に形成されている線形部をそれぞれ含んでも
よい。言い換えれば、突出部は、その枠の中心部に形成され得る。
【０００８】
　前記プレートに対して角度をなし、前記プレートを基準にして第１方向に突出する第１
グループの突出部と、前記プレートに対して角度をなし、前記プレートを基準にして前記
第１方向と異なる第２方向に突出する第２グループの突出部とを含んでもよい。言い換え
れば、第１グループの突出部及び第２グループの突出部は、様々な方式で複数の枠に形成
されてもよい。非制限的な例として、第１グループの突出部は、複数の枠のうち、一部の
枠に沿って連続的に示され、第２グループの突出部は、複数の枠のうち、残りの枠に沿っ
て連続的に示されてもよい。
【０００９】
　前記第１グループの突出部及び前記第２グループの突出部は、前記複数の枠に沿って互
いに異なる方向に交差してもよい。
【００１０】
　前記第１グループの突出部それぞれの延長線、及び前記第２グループの突出部それぞれ
の延長線は互いに接することなく、かつ、互いに平行でなくてもよい。言い換えれば、前
記第１方向の延長線及び第２方向の延長線は、ねじれの位置にあってもよい。
【００１１】
　生体組織微細化装置は、前記複数の枠それぞれから前記貫通孔の中心部に向かって延び
る延長部と、前記延長部の先端に形成されて生体組織をスクラッチしたり裂いたりするよ
うに構成された先端部とをさらに含んでもよい。
【００１２】
　生体組織微細化装置は、前記先端部を基準にして前記延長部の反対側に形成され、前記
貫通孔の中心部に向かって延びる追加的な延長部をさらに含んでもよい。
【００１３】
　前記突出部の突出方向は、前記貫通孔を通過する生体組織の移動方向に対して平行でな
くてもよい。
【００１４】
　一実施形態に係る生体組織微細化装置は、第１プレートと、前記第１プレートの前方及
び後方を貫通して前記第１プレートの複数の第１枠により規定された第１貫通孔と、前記
第１貫通孔の中心部に向かって突出する第１突出部を含む第１スクリーンと、前記第１プ
レートに積層される第２プレートと、前記第２プレートの前方及び後方を貫通して前記第
２プレートの複数の第２枠により規定された第２貫通孔と、前記第２貫通孔の中心部に向
かって突出する第２突出部を含む第２スクリーンとを含み、前記第１貫通孔と前記第２貫



(4) JP 6898686 B2 2021.7.7

10

20

30

40

50

通孔とは重なり、前記第１貫通孔のサイズが前記第２貫通孔のサイズよりも大きい。
【００１５】
　前記第１突出部及び前記第２突出部の突出方向は、前記第１貫通孔と前記第２貫通孔を
順に通過する生体組織の移動方向に対して平行ではなく、互いに同一であるか交差しても
よい。
【発明の効果】
【００１６】
　一実施形態に係る生体組織微細化装置は、スクラッチ（ｓｃｒａｔｃｈ）又は引き裂き
（ｔｅａｒ）の方式で生体組織のサイズを減少させることができる。
【００１７】
　一実施形態に係る生体組織微細化装置は、生体組織のサイズを徐々に減少させることが
できる。
【００１８】
　一実施形態に係る生体組織微細化装置の効果は、前述したものなどに限定されることな
く、言及されない他の効果は、下記の記載により当業者にとって明らかに理解できるもの
である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】一実施形態に係る生体組織微細化装置を概略的に示した斜視図である。
【図２】一実施形態に係る生体組織微細化装置を概略的に示した分解側面図である。
【図３】一実施形態に係る生体組織微細化装置の一部を概略的に示した横断面図である。
【図４】一実施形態に係るスクリーンを概略的に示した平面図である。
【図５】図４に示すＡ部分の一例示的な形態を拡大した拡大図である。
【図６】図４に示すＡ部分の他の例示的な形態を拡大した拡大図である。
【図７】一実施形態に係るスクリーンを概略的に示した側面図である。
【図８】図７に示すＢ部分の一例示的な形態を拡大した拡大図である。
【図９】一実施形態に係るスクリーン及びその一部の一例示的な形態の断面を拡大した図
である。
【図１０】一実施形態に係るスクリーン及びその一部の更なる例示的な形態の断面を拡大
した図である。
【図１１】一実施形態に係る積層された複数のスクリーンの一例を概略的に示した平面図
である。
【図１２】図１１に示す１２－１２で観測した断面図である。
【図１３】一実施形態に係る積層された複数のスクリーンの更なる例を概略的に示した平
面図である。
【図１４】図１３に示す１４－１４から観測した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、実施形態を例示的な図を参照して詳説する。各図面の構成要素に参照符号を付加
することにおいて、同じ構成要素については、たとえ他の図面上に表示されていても、可
能な限り同じ符号を有するようにしたことに留意しなければならない。また、実施形態の
説明にあたり、関連する公知構成又は機能の具体的な説明が実施形態についての理解を妨
げると判断される場合には、その詳細な説明は省略する。
【００２１】
　また、実施形態の構成要素を説明することにおいて、第１、第２、Ａ、Ｂ、（ａ）、（
ｂ）などの用語を使用することができる。これらの用語は、その構成要素を他の構成要素
と区別するためのものにすぎず、その用語によって当該の構成要素の本質や順序などが限
定されることはない。いずれかの構成要素が他の構成要素に「連結」されているか「接続
」されていると言及されたときには、その他の構成要素に直接的に連結されているか又は
接続されているが、中間に他の構成要素が存在し得るものと理解されなければならない。
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【００２２】
　いずれか１つの実施形態に含まれている構成要素と、共通的な機能を含んでいる構成要
素は、他の実施形態にて同じ名称を用いて説明することにする。反対の記載がない限り、
いずれか１つの実施形態に記載された説明は、他の実施形態にも適用されてもよく、重な
る範囲で具体的な説明は省略することにする。
【００２３】
　図１は、一実施形態に係る生体組織微細化装置を概略的に示した斜視図であり、図２は
、一実施形態に係る生体組織微細化装置を概略的に示した分解側面図であり、図３は、一
実施形態に係る生体組織微細化装置の一部を概略的に示した横断面図である。
【００２４】
　図１及び図２を参照すると、一実施形態に係る生体組織微細化装置１は、所望するサイ
ズの生体組織を取得するために、生体組織との接触を最大化して生体組織を微細化するよ
うに構成されている。例えば、生体組織は、脂肪組織を含んでもよい。生体組織は、ヒト
、動物など生物体のような対象体から吸引又は切開のような方式に基づいて取得されるこ
とができる。
【００２５】
　生体組織微細化装置１は、スクリーン１０、密封部材１２、前方カバー１４、及び後方
カバー１６を含む。
【００２６】
　スクリーン１０は、生体組織のサイズを減少させるよう構成されている。例えば、スク
リーン１０はディスク状であってもよい。塊り形態の生体組織がスクリーン１０を通過す
る間に、スクリーン１０は、塊り形態の生体組織をスクラッチしたり引き裂いたりするよ
うに構成することができる。
【００２７】
　密封部材１２は、スクリーン１０の外部を取り囲むように構成されている。密封部材１
２は、スクリーン１０と前方カバー１４及び後方カバー１６の間の密封を形成する。密封
部材１２は環状であってもよい。例えば、密封部材１２はゴム材質から形成されてもよい
。
【００２８】
　前方カバー１４及び後方カバー１６は、それぞれスクリーン１０及び密封部材１２を受
容するように構成されている。前方カバー１４及び後方カバー１６は、互いに結合されて
いる。例えば、前方カバー１４及び後方カバー１６は、回転結合されてもよい。
【００２９】
　前方カバー１４及び後方カバー１６は、それぞれ生体組織が流動する流入口及び流出口
を備えることができ、流入口と流出口とを連結している通路が、前方カバー１４及び後方
カバー１６の間に形成されている。生体組織又はこの塊りは、流入口を介して前方カバー
１４の内部に進入し、通路に沿ってスクリーン１０を通過してから、後方カバー１６の内
部から流出口を介して外部に排出されることができる。
【００３０】
　図４は、一実施形態に係るスクリーンを概略的に示した平面図である。
【００３１】
　図４を参照すると、スクリーン１０は、プレート１１０及び少なくとも１つ以上の貫通
孔１２０を含んでいる。
【００３２】
　プレート１１０は、ディスク状であってもよい。例えば、プレート１１０は、円形であ
ってもよい。プレート１１０は、生体組織の汚染を防止するために適切な物質から形成さ
れ得る。
【００３３】
　貫通孔１２０は、生体組織との接触を最大化して生体組織を微細化するように構成され
ている。貫通孔１２０は、プレート１１０の前方及び後方を貫通してプレート１１０の複
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数の枠により規定される。貫通孔１２０を規定しているプレート１１０の複数の枠は、不
規則的な寸法を有してもよい。
【００３４】
　プレート１１０は、プレート１１０に貫通孔１２０の形成された位置が変わったり、貫
通孔１２０の形状が外力によって変形されたりしないよう、全体的にプレートモールディ
ング（ｐｌａｔｅ　ｍｏｌｄｉｎｇ）されてもよい。
【００３５】
　図５は、図４に示すＡ部分の一例示的な形態を拡大した拡大図である。
【００３６】
　図５を参照すると、貫通孔１２０を規定している複数の枠１１１は、貫通孔１２０が実
質的に四角形を有するよう貫通孔１２０を規定してもよい。
【００３７】
　複数の枠１１１は、それぞれ突出部１１２を含んでいる。突出部１１２は、貫通孔１２
０の中心部に向かって突出するよう構成されている。生体組織が貫通孔１２０を通過する
とき、突出部１１２は、生体組織をスクラッチしたり引き裂いたりするように構成されて
いる。一方、生体組織をなしている成分のうち、貫通孔１２０よりも大きい繊維質（ｆｉ
ｂｅｒ）は、貫通孔１２０を通過できないこともある。
【００３８】
　突出部１１２の突出方向は、貫通孔１２０を通過する生体組織の移動方向に対して平行
でないことがある。一例として、突出部１１２の突出方向は、プレート１１０の接線方向
と平行であってもよいし、プレート１１０の接線方向に対して設定角度をなしてもよい。
ここで、突出部１１２がプレート１１０に対してなしている角度は、鋭角（ａｃｕｔｅ　
ａｎｇｌｅ）、鈍角（ｏｂｔｕｓｅ　ａｎｇｌｅ）又は優角（ｒｅｆｌｅｘ　ａｎｇｌｅ
）に設定されてもよい。
【００３９】
　突出部１１２は、貫通孔１２０の中心部に向かってその幅が狭くなり、先端１１２１を
形成してもよい。例えば、突出部１１２は、三角形の形態を有してもよい。
【００４０】
　複数の枠１１１は、突出部１１２を基準にして両側に形成される線形部１１４，１１６
を含む。言い換えれば、突出部１１２は、その枠１１１の中心部に位置している。一例と
して、線形部１１４，１１６は、突出部１１２が枠１１１の中心にあるよう、その長さが
同一であってもよい。この場合、いずれか１つの枠１１１の突出部１１２と、これと向か
い合う突出部は、貫通孔１２０の中心部に向かって向かい合うことができる。図示してい
ない例で、線形部１１４，１１６の長さは相違に設定されてもよい。線形部１１４，１１
６の長さは、突出部１１２のサイズを考慮して調整され得る。
【００４１】
　以上のような複数の枠１１１によって規定された貫通孔１２０の不規則的な形状、複数
の枠１１１の鋭い断面などにより、貫通孔１２０を通過する生体組織に圧力が加えられ、
塊り形態の生体組織がスクラッチされたり引き裂いたりされる。
【００４２】
　図６は、図４に示すＡ部分の他の例示的な形態を拡大した拡大図である。
【００４３】
　図６を参照すると、貫通孔１２０を規定している複数の枠１１１’は、貫通孔１２０が
実質的に４つ以上のコーナー（ｃｏｒｎｅｒ）を有する多角形を有するように貫通孔１２
０を規定することができる。複数の枠１１１’は、貫通孔１２０の中心部に向かって突出
するよう構成されている突出部１１２’を含む。突出部１１２’は、貫通孔１２０の中心
部に向かってその幅が狭くなり、先端１１２１を形成する。
【００４４】
　この実施形態において、複数の枠１１１’は、突出部１１２’を基準にして両側に形成
される線形部が存在していないか、存在するとしても、その長さが突出部１１２’のサイ
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ズに比べて相対的に極めて短い。言い換えれば、複数の突出部１１２’は、複数の枠１１
１’に沿って互いに隣接するように繋ぐことができる。
【００４５】
　図７は、一実施形態に係るスクリーンを概略的に示した側面図であり、図８は、図７に
示すＢ部分の一例示的な形態を拡大した拡大図である。
【００４６】
　図７及び図８を参照すると、一実施形態に係るスクリーン２０は、プレート２１０及び
貫通孔２２０を含む。この実施形態において、プレート２１０の複数の枠２１１ａ，２１
１ｂの突出部２１２ａ，２１２ｂは、プレート２１０の接線方向に対して設定角度をなす
ことができる。そのため、スクリーン２０の前方及び後方で貫通孔２２０を通過する、塊
り形態の生体組織（ＢＭ）の移動方向は、突出部２１２ａ，２１２ｂの突出方向に対して
平行でないことがある。言い換えれば、突出部２１２ａ，２１２ｂは、生体組織（ＢＭ）
をスライス（ｓｌｉｃｅ）するよりも、スクラッチ（ｓｃｒａｔｃｈ）又は引き裂き（ｔ
ｅａｒ）の方式により生体組織（ＢＭ）を微細化して構成することができる。
【００４７】
　複数の枠２１１ａ，２１１ｂは、プレート２１０の接線方向に対して少なくとも１つ以
上の方向性を有する突出部２１２ａ，２１２ｂを含んでいる。言い換えれば、複数の突出
部２１２ａ，２１２ｂは、その突出方向に応じて複数のグループに区分され得る。例えば
、複数の突出部２１２ａ，２１２ｂは、プレート２１０に対して角度をなし、プレート２
１０を基準にして第１方向に突出する第１グループの突出部と、プレート２１０に対して
角度をなし、プレート２１０を基準にして第２方向に突出する第２グループの突出部とに
区分することができる。
【００４８】
　ここで、第１方向と第２方向はそれぞれ異なってもよい。第１方向と第２方向がそれぞ
れ異なることは、互いに平行でないことを意味する。例えば、第１方向の突出部２１２ａ
は、図８を基準にしてプレート２１０の左側に突出し、第２方向の突出部２１２ｂは、図
８を基準にしてプレート２１０の右側に突出してもよい。
【００４９】
　一例として、第１グループの突出部２１２ａ及び第２グループの突出部２１２ｂは互い
に隣接してもよい。好ましい例として、第１グループの突出部２１２ａ及び第２グループ
の突出部２１２ｂは互いに交差してもよい。
【００５０】
　図示していない例として、第１グループの複数の突出部２１２ａ及び第２グループの複
数の突出部２１２ｂは、グループをなして各グループ内で隣接してもよい。この場合、第
１グループの突出部２１２ａは、複数の枠２１１ａ，２１１ｂのうち、一部の枠に連続的
に形成され、第２グループの突出部２１２ｂは残りの枠に連続的に形成されることができ
る。
【００５１】
　上述したように、第１グループの突出部２１２ａ及び第２グループの突出部２１２ｂの
配置方式は様々である。
【００５２】
　一実施形態において、第１グループの突出部２１２ａの延長線及び第２グループの突出
部２１２ｂの延長線は互いに接することもなく、互いに平行でないこともある。言い換え
れば、第１グループの突出部２１２ａの延長線及び第２グループの突出部２１２ｂの延長
線は、３次元の空間上で互いにねじれの位置（ｓｋｅｗ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）にある。例
えば、第１グループの突出部２１２ａを含む枠２１１ａと、第２グループの突出部２１２
ｂを含む枠２１１ｂとが接する頂点（ｖｅｒｔｅｘ）を原点にして、第１グループの突出
部２１２ａが突出する方向にある第１方向をｘ軸と設定し、第２グループの突出部２１２
ｂが突出する方向にある第２方向をｙ軸と設定し、第１方向と第２方向の外敵をｚ軸と設
定すると、第１グループの突出部２１２ａを含む、枠２１２ａからその突出部２１２ａの
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先端までのベクトルは（１、０、－１）であり、第２グループの突出部２１２ｂを含む枠
２１２ｂからその突出部２１２ｂの先端までのベクトルは（－１、０、１）である。
【００５３】
　図９は、一実施形態に係るスクリーン及びその一部の一例示的な形態の断面を拡大した
図である。
【００５４】
　図９を参照すると、一実施形態に係るスクリーン３０は、プレート３１０及び貫通孔３
２０を含む。この実施形態において、貫通孔３２０を規定しているプレート３１０の複数
の枠３１１には、複数の枠３１１の全体にかけて鋭い断面が形成されている。例えば、ス
クリーン３０は、複数の枠３１１のそれぞれから貫通孔３２０の中心部に向かって延びる
延長部３１４、及び延長部３１４の先端に形成されて生体組織をスクラッチかつ裂けるよ
うに構成されている先端部３１６を含む。
【００５５】
　延長部３１４は、任意の好適な形状を備えることができる。一例として、延長部３１４
は、プレート３１０の平面を基準にして傾斜するように形成されてもよい。更なる例とし
て、延長部３１４は、プレート３１０を基準にして外側に湾曲した形態を有してもよい。
【００５６】
　図１０は、一実施形態に係るスクリーン及びその一部の他の例示的な形態の断面を拡大
した図である。
【００５７】
　図１０を参照すると、一実施形態に係るスクリーン４０は、プレート４１０及び貫通孔
４２０を含む。この実施形態において、貫通孔４２０を規定している複数の枠４１１には
、先端部４１６を基準にして両側に複数の延長部４１４，４１５が形成されている。一例
として、複数の延長部４１４，４１５は、プレート４１０に対してそれぞれの設定角度に
傾斜するよう複数の枠４１１に形成されてもよい。好ましい例として、プレート４１０に
対する複数の延長部４１４，４１５の傾斜角度は、実質的に同一であってもよい。
【００５８】
　さらなる実施形態において、複数の延長部４１４，４１５は、プレート３１０を基準に
して外側に湾曲した形態を有してもよい。この場合、複数の延長部４１４，４１５の湾曲
方向はそれぞれ異なってもよい。一例として、先端部４１６が複数の延長部４１４，４１
５の間の中心に位置するように複数の延長部４１４，４１５の曲率半径は、実質的に同一
であってもよい。
【００５９】
　図１１は、一実施形態に係る積層された複数のスクリーンの一例を概略的に示した平面
図であり、図１２は、図１１に示す１２－１２から観測した断面図である。
【００６０】
　図１１及び図１２を参照すると、一実施形態に係る生体組織微細化装置５は、複数のス
クリーン５０ａ，５０ｂ，５０ｃが順に積層されるように構成されている。複数のスクリ
ーン５０ａ，５０ｂ，５０ｃは、それぞれプレート５１０ａ，５１０ｂ，５１０ｃ及び複
数の枠５１１ａ，５１１ｂ，５１１ｃによって規定される貫通孔５２０ａ，５２０ｂ，５
２０ｃを含んでいる。複数のスクリーン５０ａ，５０ｂ，５０ｃは、それぞれの貫通孔５
２０ａ，５２０ｂ，５２０ｃに向かって突出する突出部５１２ａ，５１２ｂ，５１２ｃを
含んでいる。上記で、図９を参照して説明したように、複数の枠５１１ａ，５１１ｂ，５
１１ｃには１つの延長部と先端部が形成されてもよい。
【００６１】
　この実施形態において、順に積層される複数のスクリーン５０ａ，５０ｂ，５０ｃのそ
れぞれの貫通孔５２０ａ，５２０ｂ，５２０ｃは（図１２を基準にして上方から下方へ）
、そのサイズが減少する方向に互いに重なることがある。そのため、複数のスクリーン５
０ａ，５０ｂ，５０ｃを通過する生体組織は、複数の枠５１１ａ，５１１ｂ，５１１ｃに
形成された鋭い断面及び／又はその突出部５１２ａ，５１２ｂ，５１２ｃの形状に応じて
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【００６２】
　図１３は、一実施形態に係る積層された複数のスクリーンの更なる例を概略的に示した
平面図であり、図１４は、図１３に示す１４－１４から観測した断面図である。
【００６３】
　図１３及び図１４を参照すると、一実施形態に係る生体組織微細化装置６は、複数のス
クリーン６０ａ，６０ｂ，６０ｃを含む。複数のスクリーン６０ａ，６０ｂ，６０ｃは、
それぞれプレート６１０ａ，６１０ｂ，６１０ｃ、複数の枠６１１ａ，６１１ｂ，６１１
ｃによって規定される貫通孔６２０ａ，６２０ｂ，６２０ｃ及び突出部６１２ａ，６１２
ｂ，６１２ｃを含んでいる。上記で図１０を参照して説明したように、複数の枠６１１ａ
，６１１ｂ，６１１ｃには、１つの先端部を基準にして両側に複数の延長部が形成されて
もよい。
【００６４】
　この実施形態も同様に、順に積層される複数のスクリーン６０ａ，６０ｂ，６０ｃのそ
れぞれの貫通孔６２０ａ，６２０ｂ，６２０ｃは（図１４を基準にして上方から下方へ）
、そのサイズが減少する方向に互いに重なることがある。
【００６５】
　以上のように、実施形態がたとえ限られた実施形態と図面によって説明されているが、
当該の技術分野において通常の知識を有する者であれば、上記の記載から様々な修正及び
変形が可能である。例えば、説明された技術が説明方法と異なる順に行われたり、及び／
または説明されたシステム、構造、装置、回路などの構成要素が説明方法とは異なる形態
で結合又は組み合わされたり、他の構成要素又は均等物によって均等物により置き換えら
れたとしても、適切な結果を達成することができる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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